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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
電
力
系
統
接
続
に
係
る
空
容
量
ゼ
ロ
問
題
等
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
の
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気

の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
別
措
置
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
後
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
末
ま
で
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
導
入
量
が
約
二
・
六
倍
に
増
加

し
て
い
る
よ
う
に
、
着
実
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
拡
大
が
進
ん
で
い
る
。
一
方
で
、
太
陽
光
発
電
中
心
の
導
入
が

進
ん
だ
結
果
、
国
民
負
担
上
昇
の
懸
念
等
の
課
題
が
顕
在
化
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
平
成
二
十
八
年
五

月
に
成
立
し
た
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
入
札
制
度
の
導
入
、
中
長
期
的
な

調
達
価
格
の
目
標
の
設
定
等
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
効
率
的
な
導
入
を
促
す
仕
組
み
等
を
盛
り
込
ん
で
い

る
。
こ
う
し
た
取
組
に
加
え
、
研
究
開
発
や
規
制
制
度
改
革
を
組
み
合
わ
せ
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
最
大
限
の
導
入
と

国
民
負
担
の
抑
制
の
両
立
に
向
け
、
着
実
に
取
組
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

一



二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
空
容
量
ゼ
ロ
問
題
及
び
接
続
費
用
負
担
問
題
」
に
つ
い
て
は
、
電
力
系
統
へ
の
接
続
を
希
望
す
る
事
業
者
が

電
力
系
統
に
接
続
で
き
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
両
問
題
へ
の
対
策
に
つ
い
て
は
、
電
力
広
域
的
運
営
推
進
機
関
及
び
一
般
送
配
電
事
業
者
に
お
い
て
、
電
力
系
統

へ
の
接
続
の
円
滑
化
に
向
け
て
、
特
別
高
圧
の
電
力
系
統
の
増
強
に
係
る
工
事
に
必
要
な
工
事
費
負
担
金
を
共
同
で
負
担
す

る
事
業
者
を
募
集
す
る
プ
ロ
セ
ス
（
以
下
「
電
源
接
続
案
件
募
集
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
。
）
が
導
入
さ
れ
、
ま
た
、
電
力
系

統
の
利
用
状
況
に
関
す
る
情
報
及
び
工
事
費
負
担
金
に
含
ま
れ
る
送
変
電
設
備
の
標
準
的
な
単
価
の
公
表
等
が
実
施
さ
れ
て

い
る
。

三
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
優
先
し
た
接
続
義
務
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
別
措
置
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
は
、
旧
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済

産
業
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
つ
い
て
電
力
系
統
へ
の
接
続
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
、
旧

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
事
業
者
に
当
該
接
続
を
義
務
付
け
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
再
生
可
能
エ
ネ

二



ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
他
の
電
源
よ
り
も
優
先
的
に
接
続
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
規
定
で
は
な
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
そ
の
供

給
区
域
に
お
い
て
実
質
的
な
制
度
的
独
占
が
担
保
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
制
度
的
独
占
の
弊
害
か
ら
電
気
の
利
用
者
の
利

益
を
保
護
す
る
観
点
か
ら
、
電
源
の
種
類
に
か
か
わ
ら
ず
電
力
系
統
へ
の
接
続
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
正
当
な
理
由
が
な

け
れ
ば
、
当
該
接
続
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
旨
を
規
定
し
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
電
源
の
電
力
系
統
へ
の
接
続
は
公
平
に
扱
わ

れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

個
別
の
事
業
判
断
の
実
態
調
査
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
容
量
が
不
足
す
る
電
力
系
統
に
接
続
す
る
場
合
、
「
発
電
設
備
の

設
置
に
伴
う
電
力
系
統
の
増
強
及
び
事
業
者
の
費
用
負
担
等
の
在
り
方
に
関
す
る
指
針
」
（
平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日
資

源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
電
力
・
ガ
ス
事
業
部
公
表
。
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
及
び
電
源
接
続
案
件
募
集
プ
ロ
セ
ス
に
従
っ
て

必
要
な
電
力
系
統
の
増
強
を
行
う
た
め
の
工
事
費
を
支
払
え
ば
電
力
系
統
へ
の
接
続
を
可
能
と
す
る
な
ど
、
適
切
な
電
力
系

統
へ
の
接
続
ル
ー
ル
を
整
備
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三



五
に
つ
い
て

一
般
送
配
電
事
業
者
に
お
い
て
は
、
「
系
統
情
報
の
公
表
の
考
え
方
」
（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
電

力
・
ガ
ス
事
業
部
公
表
）
を
踏
ま
え
て
、
電
力
系
統
の
利
用
状
況
に
関
す
る
情
報
及
び
工
事
費
負
担
金
に
含
ま
れ
る
送
変
電

設
備
の
標
準
的
な
単
価
の
公
表
等
を
実
施
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
最
大
限
の
導
入
と
国
民
負
担
の
抑
制
の
両
立
を
図
る
と
い
う
改
正
法
の
趣
旨
に
鑑
み
れ
ば
、
よ

り
実
施
の
確
度
の
高
い
事
業
を
支
援
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
御
指
摘
の
「
系
統
制
約
に
よ
り
空
容
量
が
ゼ
ロ
と
さ
れ
て

い
る
地
点
で
計
画
さ
れ
て
い
る
事
業
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
別
措
置
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
計
画
に
係
る
経
済
産
業

大
臣
の
認
定
を
受
け
る
前
の
事
業
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
実
施
の
確
度
の
低
い
事
業
を
支
援
す
る
こ
と
と
な
り
、
適
当

で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

七
の
�
に
つ
い
て

電
力
広
域
的
運
営
推
進
機
関
に
お
い
て
、
旧
一
般
電
気
事
業
者
十
社
に
対
し
、
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
系
統
連
系
の

四



接
続
申
込
に
対
す
る
回
答
状
況
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
工
事
費
負
担
金
を
発
電

設
備
の
容
量
で
除
し
た
単
価
で
見
る
と
、
当
該
単
価
が
低
い
ほ
ど
、
接
続
の
契
約
に
至
る
件
数
は
多
い
と
さ
れ
て
い
る
。

七
の
�
に
つ
い
て

電
力
広
域
的
運
営
推
進
機
関
で
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
認
可
し
た
業
務
規
程
に
基
づ
き
、
発
電
事
業
者
か
ら
の
求
め
に
応

じ
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
の
示
し
た
電
力
系
統
の
増
強
に
係
る
工
事
の
内
容
に
つ
い
て
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
て
一
般
送

配
電
事
業
者
に
再
検
討
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

七
の
�
に
つ
い
て

指
針
は
、
発
電
事
業
者
が
電
力
系
統
の
増
強
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
受
益
の
大
き
さ
に
応
じ
て
、
費
用
の
負
担
を
求
め
る
も

の
で
あ
り
、
発
電
事
業
者
に
過
大
な
特
定
負
担
を
求
め
得
る
と
い
う
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

八
に
つ
い
て

工
事
費
負
担
金
は
、
個
々
の
設
備
ご
と
の
事
情
に
応
じ
て
金
額
が
異
な
る
が
、
調
達
価
格
は
、
国
民
負
担
の
抑
制
の
観
点

か
ら
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
供
給
を
調
達
期
間
に
わ
た
り
安
定
的
に
行

う
こ
と
を
可
能
と
す
る
価
格
と
し
て
、
当
該
供
給
が
効
率
的
に
実
施
さ
れ
る
場
合
に
通
常
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
費
用
等
を

五



基
礎
と
し
て
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

電
源
接
続
案
件
募
集
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
多
く
の
地
点
で
進
行
中
と
承
知
し
て
お
り
、
今
後
、
実
態
を
踏
ま

え
必
要
に
応
じ
て
対
策
を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

十
に
つ
い
て

一
般
送
配
電
事
業
者
で
あ
る
東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
法
令
に
基
づ
き
、
電
力
系
統
の
維
持

や
整
備
を
含
め
て
、
一
般
送
配
電
事
業
を
適
切
に
運
営
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

六


